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指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた 

指定基準の見直し等に関する取扱いについて 

 

平成29年４月１日、指定就労継続支援Ａ型の適正な運営を図ることを目的に、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定基準等が改正されましたので、内容を御

確認いただきますとともに、次により適切な対応を行っていただきますようお願いします。 

 

記 

１ 就労継続支援Ａ型計画の作成について（指定基準第191条第3項） 

  今後、新たに、就労継続支援Ａ型計画を作成する場合は、次の内容を含めてください。（別紙様

式１の使用を原則とし、遅くとも次回モニタリング（アセスメント）までには見直してください。） 

イ 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等 

ロ 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標 

ハ 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容 

   

２ 経営実態の把握、経営改善計画書の作成について（指定基準第192条） 

  直近の会計年度若しくは直近数ヶ月間の生産活動の収支について、別紙「就労継続支援Ａ型事

業所状況調査票」を作成し、平成29年6月30日（金）までに提出してください。（提出方法は末

尾のとおり） 

  指定基準第192条第2項により、「指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総

額以上となるようにしなければならない。」とされたことから、本基準を満たさない場合、経営改

善計画書（別紙様式2-1、2-2）を作成の上、経営改善を行っていただきます。 

 

３ 運営規程の変更について（指定基準第196条の2） 

    指定基準第196条の2に規定する運営規程において、新たに、主な生産活動の内容、利用者の

労働時間、月給、日給又は時間給について記載する必要があるため、運営規程を改定した際は、

別途、変更届を提出してください。（県ホームページに記載例掲載） 

 

４ 情報公表について 

指定就労継続支援Ａ型事業所の利用を考えている障害者やその家族等が適切な事業所を選択で

きるよう、次の内容について事業所のホームページでの公表をお願いします。 

（公表する内容） 

イ 貸借対照表、事業活動計算書（損益計算書、正味財産増減計算書等を含む。）、就労支援事

業事業活動計算書、就労支援事業別事業活動明細書 



ロ 主な生産活動の内容 

ハ 平均月額賃金（工賃） 

 

５ 指定基準に係る取扱い 

  就労継続支援Ａ型計画、経営改善計画、運営規程の記載内容に虚偽がある場合等は、勧告、命

令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止の対象となる場合があります。 

 

６ 上記２、３の提出先等 

 （１）提出書類 

① 就労継続支援Ａ型事業所状況調査票 

 ※ 直近の会計年度の就労支援事業別事業活動明細書等を添付してください。 

   ② 運営規程変更に伴う変更届（既に届出済みの場合は、提出不要です。） 

 

（２）提出期限  平成２９年６月３０日（金） 

  

※ 指定基準第192条第2項を満たさない場合、各事業所を所管する市又は県民局が「経営

改善計画書（様式2-1及び2-2）」の提出を別途求め、その後、継続して経営改善状況等を

確認します。 

 

（３）提出・問合せ先 

 各事業所を所管する各県民局又は市 

事業所の所在地 提出・問合せ先 連絡先TEL 

備前県民局管内 

（岡山市を除く） 

〒703-8278 

岡山市中区古京町１－１－１７ 

備前県民局健康福祉課事業者第二班 

086-272-3995 

備中県民局管内 

(倉敷市、新見市を

除く) 

〒710-8530 

倉敷市羽島１０８３ 

備中県民局健康福祉課事業者第二班 

086-434-7064 

美作県民局管内 

〒708-0051 

津山市椿高下１１４ 

 美作県民局健康福祉課事業者班 

0868-23-1291 

岡山市 

〒700-0913 

岡山市北区大供3丁目1-18KSB会館4F 

 岡山市保健福祉局事業者指導課 

086-212-1015 

倉敷市 

〒710-8565 

倉敷市西中新田６４０番地 

 倉敷市保健福祉局福祉部障がい福祉課 

086-426-3305 

新見市 

〒718-8501 

新見市新見３１０－３ 

新見市福祉部福祉課 施設指導係 

0867-72-6125 

※ 提出方法については、上記提出先に御確認ください。 

 

７ その他 

関係資料・様式は、県障害福祉課ホームページにも掲載しています。 

http://www.pref.okayama.jp/page/517377.html 


